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２０２３年度町田市国民健康保険 事業予定 

 

 

第１ 2023 年度の事業概要 

○「第 5 期町田市国民健康保険事業財政改革計画」の計画期間 3 年目となりま

す。医療費水準を抑えるために引き続き、重点取組事項である「保険給付の適

正化」「医療費の適正化」「保険税の徴収の適正な実施」に取り組みます。これ

らを行った上で、この計画に基づく赤字削減目標の達成に向け、2024 年度の保

険税率を検討します。 

○赤字額は計画に基づき、2027 年度までに 13.3 億円まで解消し、2032 年度ま

でに残る 13.3 億円を解消します。 

〇2024 年度からの第 3 期健康・医療情報分析に基づく生活習慣病等予防事業実

施計画（以下、第 3 期データヘルス計画）及び第 6 期町田市国民健康保険事業

財政改革計画（以下、第 6 期財政改革計画）を策定します。 

 

第２ 2023 年度国民健康保険事業会計予算の概要 

〇保険税収入は第 5 期財政改革計画に基づく保険税率改定を行ったため、増加

を見込んでいます。なお、2023 年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症が

2 類相当から 5 類に移行したことに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響

による保険税減免は終了しました。 

○保険給付費は被保険者数の減少等により減少を見込んでいます。なお、2023

年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症が 2 類相当から 5 類に移行したこ

とに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給は終了しまし

た。 

○町田市は、被保険者から徴収した保険税等を財源として、東京都が提示した

「国民健康保険事業費納付金」を東京都に納付します。納付金を納めること

によって、医療費等の保険給付に係る費用は、東京都から保険給付費等交付

金として交付される仕組みとなっています。 

○2023 年度当初予算における赤字額は、25.6 億円です。赤字額のうち、新型

コロナウイルス感染症の影響は 6.5 億円と想定しています。次年度以降の保

険税率改定の対象となる赤字額は、新型コロナウイルス感染症の影響を除い

た 19.1 億円となります。 

  

資料 ２ 
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２０２３年度　国民健康保険事業会計当初予算概要書
歳入 単位：千円

款 2022当初 2023当初 増減額 増減率 備考

１ 国民健康保険税 8,349,472 8,761,822 412,350 4.9% ・税率改定の実施

２ 使用料及び手数料 60 60 0 0.0% 税務証明手数料を計上

３ 国庫支出金 2 2 0 0.0%
市町村国保会計に直接交付される国庫補
助金の費目存置

４ 都支出金 28,996,706 28,190,691 △ 806,015 △2.8%

・保険給付費を対象とする交付金を計上
（歳出2款の減少に連動して減少）
・保険者努力支援制度の交付見込額等を
計上

５ 繰入金 5,327,980 5,210,487 △ 117,493 △2.2%

・法定繰入（基盤安定繰入金等）は
2,650,487千円（前年度比△36,548千円）
・法定外繰入（赤字額）は
2,560,000千円（前年度比△80,945千円）、
うちコロナ影響分650,000千円

６ 繰越金 1 1 0 0.0% 前年度繰越金の費目存置を計上

７ 諸収入 93,405 83,826 △ 9,579 △10.3% 保険税延滞金、返納金等を計上

合　　　計 42,767,626 42,246,889 △ 520,737 △1.2%

歳出 単位：千円

款 2022当初 2023当初 増減額 増減率 備考

１ 総務費 1,120,446 679,002 △ 441,444 △39.4% 標準システム導入委託の終了に伴う減少

２ 保険給付費 28,224,429 27,564,925 △ 659,504 △2.3% 被保険者数減少による減少

３ 国民健康保険
　 事業費納付金

12,718,833 13,248,820 529,987 4.2%
仮係数に基づく東京都算定結果を参考に
計上

４ 共同事業拠出金 15 15 0 0.0% 事務費拠出金を計上

５ 保健事業費 617,302 592,465 △ 24,837 △4.0%
特定健診・保健指導に係る費用は、執行実
績を勘案し計上

６ 諸支出金 81,601 156,662 75,061 92.0% 保険税還付金、償還金等を計上

７ 予備費 5,000 5,000 0 0.0% 一定額を計上

合　　　　　計 42,767,626 42,246,889 △ 520737 △1.2%
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第３ 重点取組事項 

 

１ 保険給付の適正化 

 

（１）レセプト点検 

東京都国民健康保険団体連合会に委託し、診療報酬明細書等点検業務を実施

します。また東京都国民健康保険団体連合会で判断できなかったものについて

は、職員による点検業務も実施し、さらなる保険給付の適正化を図ります。 

 

（２）第三者行為に係る求償事務 

第三者行為（交通事故、傷害行為等）による傷病に対し保険給付された医療

費について、東京都国民健康保険団体連合会に委託し、求償事務を実施します。 

 

２ 医療費の適正化 

（１）特定健康診査・特定保健指導 

生活習慣病の早期発見と予防のため、特定健康診査未受診者及び保健指導未       

参加者に対し、書面・電話・ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）による勧

奨を実施します。医療機関の負担軽減や受診者の混雑緩和を目的に、受診券の

発送は 5 月、7 月、9 月の 3 回とします。 

 

（２）糖尿病性腎症重症化予防事業 

特定健康診査受診者のうち、糖尿病及び糖尿病性腎症に罹患し、腎機能の低

下がみられる方を対象に 50 名を定員として、対面および電話による保健指導を

6 か月間実施します。この取組みは、町田市医師会の協力の元、かかりつけ医と

連携を図りながら実施します。また、感染症等が心配な方でも安心してご参加

いただけるよう、指導方法や回数等を希望に応じ、柔軟に実施します。 

 

（３）健診異常値放置者受診勧奨事業 

健診結果に生活習慣病に関する異常値があるにも関わらず医療機関での受診

がない方 5,000 名を対象に、書面による受診勧奨を実施します。健診の結果、特

に検査値が高い方に対し、医療機関への受診を強く促す文言を使用するなど、他

の方とは違うデザインの通知を送付することで、勧奨を効果的に行います。 

 

（４）重複頻回受診是正事業 

同一月の服薬状況において、複数の医療機関から同一成分の薬剤や多種類の薬           

剤が処方されている方 2,500 名を対象に、適正な服薬について、かかりつけ医や 

薬剤師へ相談するよう是正勧奨通知を送付します。 
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（５）ジェネリック医薬品普及啓発 

ジェネリック医薬品に変更した場合の差額が 200 円以上ある方に対し、年 3

回（7 月、10 月、2 月）勧奨通知を送付します。 

 

（６）糖尿病治療中断者への受診勧奨事業 

過去に糖尿病治療歴があり、現在治療中断している方に対し、特定健康診査や

医療機関への受診勧奨通知を送付します。 

 

※上記「２ 医療費の適正化」における取組については、今後の感染症等の状況

を踏まえ、実施内容を見直す場合があります。 

 

３ 保険税の徴収の適正な実施 

 国民健康保険税は被保険者間の公平性を保つため、適正な納付が必要です。町田

市では国民健康保険税を他の市税と一元化し、納税課で徴収や納税相談を対応して

います。これにより、複数の市税に滞納がある方も、一元的に納税相談を行うこと

ができます。納付資力があるにもかかわらず、納付いただけない方には、財産の差

押え等の滞納処分を行います。 
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第４ 2024 年度保険税率改定 

 

１ 保険税率改定の考え方 

国民健康保険事業会計は、国民健康保険事業費納付金などの歳出を、保険税や補

助金等の歳入で賄い運営する独立採算が原則です。しかし、現状では、毎年度歳入

不足が生じており、決算補てん等を目的とした一般会計からの繰入（赤字繰入）に

依存する状況が続いており、市の財政を圧迫しています。また、健康保険組合、協

会けんぽ、共済組合などの加入者にとっては保険税の二重払いとなっています。 

2023 年度は、国保財政の健全化に向けて、第 6 期財政改革計画の策定を進める

なかで、赤字額の計画的・段階的な解消を図るため、2024 年度の保険税率改定の

検討を行います。 

 

２ 改定のスケジュール 

2023 年 11 月 東京都から 2024 年度国民健康保険事業費納付金（案）の提示 

2023 年 12 月 保険税率改定案の検討 

2024 年 1 月 町田市国民健康保険運営協議会に保険税率改定案を諮問 

2024 年 3 月 
町田市議会第 1 回定例会に町田市国民健康保険条例の一部改正

の議案を提出 

2024 年 4 月 町田市国民健康保険条例の一部改正の施行 
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第５ 町田市国民健康保険運営協議会の予定 

 2023 年度は、第 3 期データヘルス計画及び第 6 期財政改革計画の策定に伴い、

例年とは異なるスケジュールとなります（詳細は下表を参照）。 


